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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第42期
第２四半期
連結累計期間

第43期
第２四半期
連結累計期間

第42期
第２四半期
連結会計期間

第43期
第２四半期
連結会計期間

第42期

会計期間

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成22年
    ４月１日
至  平成22年
    ９月30日

自  平成21年
    ７月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成22年
    ７月１日
至  平成22年
    ９月30日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成22年
    ３月31日

売上高 (百万円) 61,442 62,618 33,131 31,548 127,317

経常利益 (百万円) 2,117 2,587 1,321 1,320 7,188

四半期(当期)純利益 (百万円) 788 1,541 564 617 3,242

純資産額 (百万円) ― ― 90,371 93,265 92,683

総資産額 (百万円) ― ― 113,373 118,011 117,545

１株当たり純資産額 (円) ― ― 1,802.571,859.541,847.95

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 15.79 30.85 11.30 12.36 64.90

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) 15.77 30.80 11.28 12.34 64.83

自己資本比率 (％) ― ― 79.4 78.7 78.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 3,477 5,022 ― ― 6,688

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △4,405 △3,744 ― ― △6,786

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,907 △1,182 ― ― △3,004

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 26,521 26,235 26,202

従業員数 (名) ― ― 3,538 3,548 3,480

(注) １  当社は、四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載してお

りません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社において営まれている事業の内容につい

て、重要な変更はありません。

また、関係会社の異動については、「３　関係会社の状況」に記載しております。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間における、関係会社の異動は以下のとおりであります。

主にシステムコンサルティングを行っておりました朝日アイティソリューション㈱(連結子会社)につ

いて、平成22年９月17日に清算結了したため関係会社に該当しなくなりました。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成22年９月30日現在

従業員数(名) 3,548

(注)  従業員数は就業人員であります。

　

　

(2) 提出会社の状況

　 平成22年９月30日現在

従業員数(名) 3,259

(注)  従業員数は就業人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

当第２四半期連結会計期間における販売実績について、報告セグメントごとの販売実績(外部顧客への販

売高)は、次のとおりであります。

　 販売高(百万円)

流通・製造ソリューション事業 9,015

金融・ERPソリューション事業 6,331

グローバルソリューション事業 3,146

プラットフォームソリューション事業 11,216

その他 1,839

合計 31,548

(注) １　金額は販売価格によっております。

２　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

３　各報告セグメントの概要につきましては、「第５　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項　セグメント

情報等」をご参照ください。

　
また、生産実績・受注実績・販売実績について、サービス特性により分類したソフトウェア開発・情報処

理・システム販売に分類すると、次のとおりであります。

(1) 生産実績

　 生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

ソフトウェア開発 11,087 0.6

情報処理 9,162 △0.7

システム販売 11,421 △5.7

合計 31,672 △2.2

(注) １　金額は販売価格によっております。
２　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　
上記各区分の概要は以下のとおりであります。

　
ソフトウェア開発：広範な業種の顧客に対する、最新の情報通信技術と長年蓄積された豊富な業務ノウ

ハウによる、一貫した信頼性の高いトータルソリューションサービスの提供

情報処理：専用データセンターの構築・運営管理並びに、長年の経験と培われたノウハウ、「ISO9001」

をベースにした運用管理技術による、安全で、信頼性の高いコンピュータ、通信ネットワークシステムの

保守・運用サービスなどの提供

システム販売：各メーカーの各種サーバ、クライアント機器、ストレージ機器、通信ネットワーク関連機

器及びパッケージ・ソフトウェア商品等を組み合わせたソリューションの提供
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(2) 受注実績

　 受注高(百万円) 前年同四半期比(％) 受注残高(百万円) 前年同四半期比(％)

ソフトウェア開発 11,607 23.2 10,280 △0.4

(注) １　情報処理・システム販売については、把握が困難なため省略しております。

２　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　
(3) 販売実績

　 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

ソフトウェア開発 10,963 △6.3

情報処理 9,164 △1.6

システム販売 11,421 △5.7

合計 31,548 △4.8

(注) １　金額は販売価格によっております。

２　主な相手先別の販売実績(直接販売)及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先
前第２四半期連結会計期間 当第２四半期連結会計期間

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

住友商事㈱ 4,700 14.2 3,376 10.7

３　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の

有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

平成22年８月11日付にて、東京事務所の一部移転にかかる「定期建物転貸借契約」を締結しました。当該

契約の概要は以下のとおりです。

　 1)物件名 ： 豊洲フロント ９階～15階
2)所在地 ： 東京都江東区豊洲３丁目２番20号
3)転貸人 ： 三菱地所㈱
4)所有者 ： 豊洲３の１特定目的会社及び㈱IHI
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が

判断したものであります。

　
(1) 業績の状況

　当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、年度当初には持ち直しの動きがあったものの、ア

メリカ・ヨーロッパを中心にした海外での景気の下振れ懸念や円高の進行、さらには、近隣国との政治

問題の表面化などをうけて、近時不透明さが増している状況であります。特に、国内においては、政府の

補正予算等の追加景気対策もその実施内容について不透明感が拭えず、また、ゼロ金利他の金融政策も

円高対策・景気刺激策としての実効性が不安視されている状況と認識しております。総じて、企業の先

行き見通しはより慎重なものとなってきております。

　
　当業界を取り巻く経営環境としては、昨年度終盤から徐々に現れてきたハード・ソフトといったITプ

ロダクトに対する更新投資が現時点においても回復基調にあり、IT プロダクト販売ビジネスは堅調な

推移を示しております。しかしながら、ソフト開発ビジネスについては、一部の業種・顧客企業におい

て積極的に投資がなされたものの、全般的には投資の回復は明確ではありませんでした。リーマン

ショック後、IT投資の中止・縮小が続いてきた中、顧客企業においては、ITプロダクトの更新投資に加

え、ソフト開発投資の本格的再開に向けた検討が進められております。従いまして、相応の案件数・

ディールフローはあるものの、一方、景気の不透明感が払拭されない中、各企業におけるソフト開発投

資にかかる意思決定は今までにもまして慎重であり、現実の発注量がなかなか増加しないという状況

にあったと考えております。

　
　こうした状況下、当社グループの当第２四半期連結会計期間の連結業績につきましては、サービス業

向け等のITプロダクト販売並びに金融業向け等のソフト開発売上が増加したものの、製造業・流通業

向け売上が減少したことにより、売上高は前年同期比4.8％減の31,548百万円となりました。利益面に

おいては、販売管理費の一部削減等もあり、営業利益は前年同期比2.7％増の1,293百万円となり、四半

期純利益は、同9.4％増の617百万円となりました。

　
　セグメントの状況は以下のとおりであります。

　
流通・製造ソリューション事業

　近時の経済環境の影響を受け、製造業向け案件需要が伸び悩みました。売上高は9,046百万円、セグメ

ント利益は421百万円となりました。

　
金融・ERPソリューション事業

　金融ソリューション事業についてはソフト開発案件を中心に堅調に推移しました。一方、ERPソリュー

ション事業については、サービス業向け案件他が好調であったものの、製造業向け案件需要は比較的低

調に推移しました。セグメント全体の売上高は6,396百万円、セグメント利益は21百万円となりました。

　
グローバルソリューション事業

　製造業及び流通業向けソフト開発案件の需要が伸びず、売上高は3,179百万円、セグメント利益は332

百万円となりました。
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プラットフォームソリューション事業

　流通業及びサービス業向け等の案件需要が低位に推移した一方で、通信業向け等の案件は堅調な動き

となりました。売上高は12,184百万円、セグメント利益は637百万円となりました。

　
その他

　売上高は1,842百万円、セグメント利益は30百万円となりました。

　
(2) キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、第１四半期連結

会計期間末より3,217百万円減少し、26,235百万円となりました。なお、前連結会計年度末と比べると32

百万円増加しております。各キャッシュ・フローの増減状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　当第２四半期連結会計期間における営業活動の結果、前年同四半期より845百万円増加し、699百万

円の増加となりました。

　主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益1,153百万円、減価償却費886百万円、たな卸資産の減少

による資金の増加340百万円によるものであります。主な減少要因は、売上債権の増加による資金の

減少1,863百万円によるものであります。

　なお、当第２四半期連結累計期間では、5,022百万円の増加となりました。

　
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　当第２四半期連結会計期間における投資活動の結果、前年同四半期より204百万円減少し、3,651百

万円の減少となりました。

　主な減少要因は、東京事務所の一部移転等にかかる有形固定資産の取得1,969百万円、ソフトウェア

等の無形固定資産の取得391百万円、敷金及び保証金の差入による支出1,319百万円によるものであ

ります。

　なお、当第２四半期連結累計期間では、3,744百万円の減少となりました。

　
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　当第２四半期連結会計期間における財務活動の結果、前年同四半期より801百万円増加し、209百万

円の減少となりました。

　主な減少要因は、リース債務の返済による支出208百万円によるものであります。

　なお、当第２四半期連結累計期間では、1,182百万円の減少となりました。

　
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生

じた課題はありません。

　
(4) 研究開発活動

当第２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は109百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

前四半期連結会計期間末に計画中であった、東京事務所の一部移転にかかる設備の新設については、平

成22年９月に一部完了いたしました。

また、当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありま

せん。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年11月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 54,291,44754,291,447
東京証券取引所
市場第一部

完全議決権株式であり、権利内容に
何ら限定のない当社における標準と
なる株式であります。
単元株式数は100株であります。

計 54,291,44754,291,447― ―

(注)  提出日現在の発行数には、平成22年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

　

当社は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき新株予約権を発行しております。

①　平成19年６月27日開催の定時株主総会及び取締役会の決議によるストック・オプション制度

　
第２四半期会計期間末現在
(平成22年９月30日)

新株予約権の数(個) 330(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)    33,000(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円)     2,461(注)３

新株予約権の行使期間 平成21年７月１日～平成24年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　2,461
資本組入額　1,231

新株予約権の行使の条件

　新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の
関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員の地位にある
ことを要す。
ただし、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は
この限りではない。
　新株予約権の相続はこれを認めない。
　その他権利行使の条件は、平成19年６月27日開催の平成19
年３月期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当
社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約
書」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の
決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

　(注)４

新株予約権の取得条項に関する事項 　(注)５

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数に

ついて行われ、調整により生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　　また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無

償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のう

え、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
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３　新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき

１株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。な

お、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額

は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社

法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転

換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社

債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整される

ものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　　上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己

株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」に読み替える。

さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場

合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することが

できる。

４　組織再編成行為時の取扱い

組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた

場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

①　合併(当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

②　吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

③　新設分割

新設分割により設立する株式会社

④　株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤　株式移転

株式移転により設立する株式会社

５　新株予約権の取得条項

①　当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取

得することができる。

②　当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が

完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認

された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
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②　平成19年６月27日開催の定時株主総会及び取締役会の決議によるストック・オプション制度(株式報

酬型ストック・オプション)

　
第２四半期会計期間末現在
(平成22年９月30日)

新株予約権の数(個)    128(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)  12,800(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1(注)３

新株予約権の行使期間 平成19年７月28日～平成39年７月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　    1
資本組入額　    1

新株予約権の行使の条件

　行使期間内において、新株予約権者は、権利行使時におい
て、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失し
た日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から２年間
に限り新株予約権を行使することができるものとする。
　上記にかかわらず平成37年７月31日に至るまで新株予約
権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成37年
８月１日以降新株予約権を行使できるものとする。
　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人によ
る本新株予約権の相続を認めるものとする。
　その他権利行使の条件は、平成19年６月27日開催の平成19
年３月期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当
社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約
書」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の
決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

　(注)４

新株予約権の取得条項に関する事項 　(注)５

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数に

ついて行われ、調整により生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　　また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無

償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のう

え、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
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３　新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき

１株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使

価額は、１円とする。

４　組織再編成行為時の取扱い

組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた

場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

①　合併(当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

②　吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

③　新設分割

新設分割により設立する株式会社

④　株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤　株式移転

株式移転により設立する株式会社

５　新株予約権の取得条項

①　当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取

得することができる。

②　当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が

完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認

された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
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③　平成20年６月26日開催の定時株主総会及び取締役会の決議によるストック・オプション制度

　
第２四半期会計期間末現在
(平成22年９月30日)

新株予約権の数(個) 505(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 50,500(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円)  1,964(注)３

新株予約権の行使期間 平成22年７月１日～平成25年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　1,964
資本組入額　　982

新株予約権の行使の条件

　新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の
関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員の地位にある
ことを要す。
ただし、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は
この限りではない。
　新株予約権の相続はこれを認めない。
　その他権利行使の条件は、平成20年６月26日開催の平成20
年３月期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当
社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約
書」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の
決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

　(注)４

新株予約権の取得条項に関する事項 　(注)５

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数に

ついて行われ、調整により生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　　また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無

償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のう

え、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
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３　新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき

１株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。な

お、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額

は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社

法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転

換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社

債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整される

ものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　　上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己

株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」に読み替える。

さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場

合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することが

できる。

４　組織再編成行為時の取扱い

組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた

場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

①　合併(当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

②　吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

③　新設分割

新設分割により設立する株式会社

④　株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤　株式移転

株式移転により設立する株式会社

５　新株予約権の取得条項

①　当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取

得することができる。

②　当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が

完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認

された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
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④　平成20年６月26日開催の定時株主総会及び取締役会の決議によるストック・オプション制度(株式報

酬型ストック・オプション)

　
第２四半期会計期間末現在
(平成22年９月30日)

新株予約権の数(個)    206(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 20,600(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1(注)３

新株予約権の行使期間 平成20年７月30日～平成40年７月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　    1
資本組入額　    1

新株予約権の行使の条件

　行使期間内において、新株予約権者は、権利行使時におい
て、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失し
た日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から２年間
に限り新株予約権を行使することができるものとする。
　上記にかかわらず平成38年７月31日に至るまで新株予約
権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成38年
８月１日以降新株予約権を行使できるものとする。
　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人によ
る本新株予約権の相続を認めるものとする。
　その他権利行使の条件は、平成20年６月26日開催の平成20
年３月期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当
社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約
書」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の
決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

　(注)４

新株予約権の取得条項に関する事項 　(注)５

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数に

ついて行われ、調整により生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　　また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無

償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のう

え、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
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３　新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき

１株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使

価額は、１円とする。

４　組織再編成行為時の取扱い

組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた

場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

①　合併(当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

②　吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

③　新設分割

新設分割により設立する株式会社

④　株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤　株式移転

株式移転により設立する株式会社

５　新株予約権の取得条項

①　当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取

得することができる。

②　当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が

完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認

された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

　

　

EDINET提出書類

住商情報システム株式会社(E04830)

四半期報告書

17/46



　

⑤　平成21年６月25日開催の定時株主総会及び取締役会の決議によるストック・オプション制度

　
第２四半期会計期間末現在
(平成22年９月30日)

新株予約権の数(個) 535(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 53,500(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円)  1,564(注)３

新株予約権の行使期間 平成23年７月１日～平成26年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　1,564
資本組入額　  782

新株予約権の行使の条件

　新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の
関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員の地位にある
ことを要す。
ただし、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は
この限りではない。
　新株予約権の相続はこれを認めない。
　その他権利行使の条件は、平成21年６月25日開催の平成21
年３月期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当
社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約
書」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の
決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

　(注)４

新株予約権の取得条項に関する事項 　(注)５

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数に

ついて行われ、調整により生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　　また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無

償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のう

え、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
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３　新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき

１株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。な

お、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額

は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社

法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転

換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社

債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整される

ものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　　上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己

株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」に読み替える。

さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場

合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することが

できる。

４　組織再編成行為時の取扱い

組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた

場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

①　合併(当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

②　吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

③　新設分割

新設分割により設立する株式会社

④　株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤　株式移転

株式移転により設立する株式会社

５　新株予約権の取得条項

①　当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取

得することができる。

②　当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が

完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認

された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

　

EDINET提出書類

住商情報システム株式会社(E04830)

四半期報告書

19/46



　
⑥　平成21年６月25日開催の定時株主総会及び取締役会の決議によるストック・オプション制度(株式報

酬型ストック・オプション)

　
第２四半期会計期間末現在
(平成22年９月30日)

新株予約権の数(個) 311(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 31,100(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1(注)３

新株予約権の行使期間 平成21年７月31日～平成41年７月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　    1
資本組入額　    1

新株予約権の行使の条件

　行使期間内において、新株予約権者は、権利行使時におい
て、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失し
た日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から２年間
に限り新株予約権を行使することができるものとする。
　上記にかかわらず平成39年７月31日に至るまで新株予約
権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成39年
８月１日以降新株予約権を行使できるものとする。
　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人によ
る本新株予約権の相続を認めるものとする。
　その他権利行使の条件は、平成21年６月25日開催の平成21
年３月期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当
社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約
書」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の
決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

　(注)４

新株予約権の取得条項に関する事項 　(注)５

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数に

ついて行われ、調整により生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　　また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無

償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のう

え、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
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３　新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき

１株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使

価額は、１円とする。

４　組織再編成行為時の取扱い

組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた

場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

①　合併(当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

②　吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

③　新設分割

新設分割により設立する株式会社

④　株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤　株式移転

株式移転により設立する株式会社

５　新株予約権の取得条項

①　当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取

得することができる。

②　当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が

完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認

された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
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⑦　平成22年６月25日開催の定時株主総会及び取締役会の決議によるストック・オプション制度

　
第２四半期会計期間末現在
(平成22年９月30日)

新株予約権の数(個) 500(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)    50,000(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,376(注)３

新株予約権の行使期間 平成24年７月１日～平成27年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　1,376
資本組入額　　688

新株予約権の行使の条件

　新株予約権者は、権利行使時において、当社または当社の
関係会社の取締役、監査役もしくは執行役員の地位にある
ことを要す。
ただし、新株予約権者が当社または当社の関係会社の取締
役、監査役もしくは執行役員を、任期満了による退任または
当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限
りではない。
　この場合、新株予約権者は、当該事由が発生した日もしく
は平成24年７月１日のいずれか遅い日より１年間(ただし、
権利行使期間内とする)に限り権利を行使することができ
る。
　新株予約権の相続はこれを認めない。
　その他権利行使の条件は、平成22年６月25日開催の平成22
年３月期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当
社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約
書」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の
決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

　(注)４

新株予約権の取得条項に関する事項 　(注)５

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数に

ついて行われ、調整により生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　　また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無

償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のう

え、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
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３　新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき

１株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とする。な

お、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額

は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満

の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社

法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転

換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社

債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整される

ものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　　上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己

株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」に読み替える。

さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場

合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することが

できる。

４　組織再編成行為時の取扱い

組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた

場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

①　合併(当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

②　吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

③　新設分割

新設分割により設立する株式会社

④　株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤　株式移転

株式移転により設立する株式会社

５　新株予約権の取得条項

①　当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取

得することができる。

②　当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が

完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認

された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
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⑧　平成22年６月25日開催の定時株主総会及び取締役会の決議によるストック・オプション制度(株式報

酬型ストック・オプション)

　
第２四半期会計期間末現在
(平成22年９月30日)

新株予約権の数(個)    454(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)  45,400(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1(注)３

新株予約権の行使期間 平成22年７月31日～平成42年７月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格　　    1
資本組入額　    1

新株予約権の行使の条件

　行使期間内において、新株予約権者は、権利行使時におい
て、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失し
た日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10年間
に限り新株予約権を行使することができるものとする。
　上記にかかわらず平成40年７月31日に至るまで新株予約
権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成40年
８月１日以降新株予約権を行使できるものとする。
　新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人によ
る本新株予約権の相続を認めるものとする。
　その他権利行使の条件は、平成22年６月25日開催の平成22
年３月期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当
社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約
書」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
　譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の
決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

　(注)４

新株予約権の取得条項に関する事項 　(注)５

(注) １　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２　当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数に

ついて行われ、調整により生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率

　　また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無

償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のう

え、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
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３　新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき

１株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行使

価額は、１円とする。

４　組織再編成行為時の取扱い

組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた

場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

①　合併(当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

②　吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

③　新設分割

新設分割により設立する株式会社

④　株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤　株式移転

株式移転により設立する株式会社

５　新株予約権の取得条項

①　当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取

得することができる。

②　当社は、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または、当社が

完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認

された場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　

該当事項はありません。
　

　

(4) 【ライツプランの内容】

　

　該当事項はありません。

　
　

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成22年９月30日 ─ 54,291,447 ─ 21,152 ─ 31,299

　

　

(6) 【大株主の状況】

平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数の

割合(％)

住友商事株式会社 東京都中央区晴海１丁目８番11号 30,254,359 55.73

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社(信託口)

東京都中央区晴海１丁目８番11号 2,050,300 3.78

日本マスタートラスト信託銀行株式
会社(信託口)

東京都港区浜松町２丁目11番３号 1,178,900 2.17

株式会社アルゴグラフィックス 東京都中央区日本橋箱崎町５番14号 1,015,500 1.87

住商情報システム従業員持株会 東京都中央区晴海１丁目８番12号 961,774 1.77

HSBC BANK PLC - CLIENTS UK TAX
TREATY
(常任代理人　香港上海銀行東京支
店)

8 CANADA SQUARE, LONDON E14 5HQ
(東京都中央区日本橋３丁目11番１号)

538,700 0.99

NIPPONVEST
(常任代理人　株式会社三菱東京UFJ
銀行決済事業部)

P.O. BOX 2992 RIYADH 11169 KINGDOM
OF SAUDI ARABIA
(東京都千代田区丸の内２丁目７番１号)

515,000 0.95

STATE STREET BANK AND TRUST
COMPANY
(常任代理人　株式会社みずほコーポ
レート銀行決済営業部)

P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 
02101 U.S.A.
(東京都中央区月島４丁目16番13号)

500,000 0.92

資産管理サービス信託銀行株式会社
(証券投資信託口)

東京都中央区晴海１丁目８番12号 473,700 0.87

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社(信託口９)

東京都中央区晴海１丁目８番11号 450,700 0.83

計 ― 37,938,933 69.88

(注)　上記のほか、当社所有の自己株式4,089,429株(7.53％)があります。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成22年９月30日現在

区分
株式数
(株)

議決権の数
(個)

内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

―
権利内容に何ら限定の無い当社にお
ける標準となる株式であります。
単元株式数は100株であります。

普通株式 4,089,400

(相互保有株式)

普通株式 3,300

完全議決権株式(その他) 普通株式 50,091,700500,917同上

単元未満株式 普通株式 107,047 ― 同上

発行済株式総数 54,291,447― ―

総株主の議決権 ― 500,917 ―

(注) 　単元未満株式には、当社所有の自己株式29株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成22年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
住商情報システム株式会社

東京都中央区晴海
１丁目８番12号

4,089,400 ─ 4,089,4007.53

(相互保有株式)
株式会社パイオニア・ソフト

福岡県福岡市南区
清水４丁目22番16号

3,300 ─ 3,300 0.01

計 ― 4,092,700 ─ 4,092,7007.54

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年
　４月 　５月 　６月 　７月 　８月 　９月

最高(円) 1,593 1,684 1,413 1,385 1,396 1,368

最低(円) 1,315 1,270 1,230 1,231 1,273 1,240

(注)  最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結

累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第２四半期連結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22年９月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成して

おります。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間(平成21年７月１

日から平成21年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表については、あずさ監査法人により四半期レビューを受け、当第２四半期連

結会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成22年４月

１日から平成22年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人により

四半期レビューを受けております。

なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任 あずさ監査

法人となりました。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,385 1,943

受取手形及び売掛金 22,399 25,574

有価証券 5 －

商品及び製品 2,300 3,337

仕掛品 ※２
 1,302

※２
 1,395

原材料及び貯蔵品 7 10

預け金 24,849 24,258

その他 7,167 6,003

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 59,414 62,521

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※１
 13,985

※１
 12,058

土地 14,667 14,667

その他（純額） ※１
 4,194

※１
 3,232

有形固定資産合計 32,847 29,959

無形固定資産

のれん 459 496

その他 6,047 5,722

無形固定資産合計 6,507 6,218

投資その他の資産

その他 19,382 19,012

貸倒引当金 △140 △166

投資その他の資産合計 19,241 18,845

固定資産合計 58,596 55,023

資産合計 118,011 117,545
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,315 11,095

未払法人税等 1,476 938

賞与引当金 1,820 1,657

役員賞与引当金 16 78

工事損失引当金 ※２
 357

※２
 57

本社移転関連費用引当金 － 342

資産除去債務 288 －

その他 10,386 8,623

流動負債合計 21,661 22,793

固定負債

退職給付引当金 116 113

役員退職慰労引当金 31 36

資産除去債務 880 －

その他 2,055 1,918

固定負債合計 3,084 2,068

負債合計 24,746 24,862

純資産の部

株主資本

資本金 21,152 21,152

資本剰余金 31,299 31,299

利益剰余金 48,914 48,176

自己株式 △8,718 △8,727

株主資本合計 92,649 91,902

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 973 979

繰延ヘッジ損益 △99 △2

為替換算調整勘定 △621 △565

評価・換算差額等合計 251 411

新株予約権 165 147

少数株主持分 199 221

純資産合計 93,265 92,683

負債純資産合計 118,011 117,545
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 61,442 62,618

売上原価 47,569 49,081

売上総利益 13,872 13,536

販売費及び一般管理費 ※１
 11,945

※１
 11,075

営業利益 1,927 2,461

営業外収益

受取利息 107 70

受取配当金 25 47

持分法による投資利益 18 51

その他 86 45

営業外収益合計 238 215

営業外費用

支払利息 11 11

投資事業組合運用損 1 48

事務所移転関連費用 25 －

和解金 － 19

その他 9 9

営業外費用合計 48 89

経常利益 2,117 2,587

特別利益

固定資産売却益 4 0

投資有価証券売却益 － 299

新株予約権戻入益 － 5

特別利益合計 4 305

特別損失

固定資産除却損 71 31

固定資産売却損 5 3

ソフトウエア一時償却額 375 －

投資有価証券評価損 36 －

関係会社株式評価損 17 －

退職給付制度終了損 26 －

のれん償却額 ※２
 699 －

減損損失 94 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 40

移転関連費用 － 169

特別損失合計 1,327 245

税金等調整前四半期純利益 795 2,647

法人税、住民税及び事業税 1,313 1,346

法人税等調整額 △1,296 △217

法人税等合計 16 1,128

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,518

少数株主損失（△） △10 △22

四半期純利益 788 1,541

EDINET提出書類

住商情報システム株式会社(E04830)

四半期報告書

31/46



【第２四半期連結会計期間】
(単位：百万円)

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
　至 平成22年９月30日)

売上高 33,131 31,548

売上原価 25,909 24,785

売上総利益 7,221 6,763

販売費及び一般管理費 ※
 5,962

※
 5,469

営業利益 1,259 1,293

営業外収益

受取利息 49 34

受取配当金 0 0

持分法による投資利益 6 37

その他 39 17

営業外収益合計 95 89

営業外費用

支払利息 7 9

投資事業組合運用損 0 47

事務所移転関連費用 25 －

その他 0 5

営業外費用合計 33 62

経常利益 1,321 1,320

特別利益

固定資産売却益 4 0

投資有価証券売却益 － 24

新株予約権戻入益 － 5

特別利益合計 4 30

特別損失

固定資産除却損 70 27

固定資産売却損 5 1

投資有価証券評価損 6 －

退職給付制度終了損 26 －

減損損失 94 －

移転関連費用 － 169

特別損失合計 203 198

税金等調整前四半期純利益 1,123 1,153

法人税、住民税及び事業税 1,293 1,225

法人税等調整額 △737 △678

法人税等合計 555 547

少数株主損益調整前四半期純利益 － 605

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3 △11

四半期純利益 564 617
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 795 2,647

減価償却費 1,537 1,670

のれん償却額 804 46

減損損失 94 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △74 △23

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19 2

本社移転関連費用引当金の増減額（△は減少） － △342

前払年金費用の増減額（△は増加） 77 122

固定資産除却損 71 31

固定資産売却損益（△は益） 0 3

ソフトウエア一時償却額 375 －

投資有価証券評価損益（△は益） 36 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △299

関係会社株式評価損 17 －

持分法による投資損益（△は益） △18 △51

株式報酬費用 30 32

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 40

受取利息及び受取配当金 △132 △118

売上債権の増減額（△は増加） 2,882 3,103

たな卸資産の増減額（△は増加） 17 1,130

仕入債務の増減額（△は減少） △1,815 △3,749

役員賞与の支払額 △57 △78

その他 317 1,347

小計 4,941 5,518

利息及び配当金の受取額 265 235

利息の支払額 △11 △11

法人税等の支払額 △1,717 △719

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,477 5,022

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却及び償還による収入 1,521 －

有形固定資産の取得による支出 △1,186 △2,215

有形固定資産の売却による収入 165 0

無形固定資産の取得による支出 △1,894 △873

投資有価証券の取得による支出 △2,603 △2

投資有価証券の売却及び償還による収入 － 640

事業譲受による支出 △7 △5

敷金及び保証金の差入による支出 － △1,323

その他 △401 34

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,405 △3,744
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金の返済による支出 △92 －

社債の償還による支出 △750 －

リース債務の返済による支出 △261 △378

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △803 △803

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,907 △1,182

現金及び現金同等物に係る換算差額 90 △62

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,745 32

現金及び現金同等物の期首残高 29,267 26,202

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 26,521

※
 26,235
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【継続企業の前提に関する事項】

当第２四半期連結会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日)

該当事項はありません。　

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日 
　至　平成22年９月30日)

１ 連結の範囲に関する事項の変更

連結子会社のSCSビジネスサポート㈱については、平成22年４月１日付にて当社に吸収合併いたしました。また、

連結子会社の㈱カールについては、平成22年６月１日付にて当社に吸収合併いたしました。

　朝日アイティソリューション㈱については、平成22年９月17日付にて清算結了したことにより、連結子会社から

除外しております。

２ 会計処理基準に関する事項の変更

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用

しております。

　これによる損益に与える影響は軽微であります。

　

【表示方法の変更】

　
当第２四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日 
　至　平成22年９月30日)

（四半期連結損益計算書関係）

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号　平成20年12月26日)に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年３月24日　内閣府令第５号)の適用により、

当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

　

【簡便な会計処理】

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

該当事項はありません。

　

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　 15,123 百万円

 

※２　損失が見込まれる工事契約に係る仕掛品と工事損失

引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。

　損失の発生が見込まれる工事契約に係る仕掛品の

うち、工事損失引当金に対応する額は355百万円であ

ります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額　 13,988 百万円

 

※２　損失が見込まれる工事契約に係る仕掛品と工事損失

引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。

　損失の発生が見込まれる工事契約に係る仕掛品の

うち、工事損失引当金に対応する額は57百万円であ

ります。

　

(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

　

前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は　　　　

次のとおりです。

　　　給与及び賞与　　　　　　　　4,592百万円

　　　福利厚生費　　　　　　　　　　928　〃

　　　設備賃借料　　　　　　　　　　611　〃

　　　減価償却費　　　　　　　　　　426　〃

　　　業務委託費　　　　　　　　　　769　〃

　　　旅費交通費　　　　　　　　　　359　〃

　　　賞与引当金繰入額　　　　　　　933　〃

　　　役員賞与引当金繰入額　　　　　 48　〃

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は　　　　

次のとおりです。

　　　給与及び賞与　　　　　　　　4,534百万円

　　　福利厚生費　　　　　　　　　　942　〃

　　　設備賃借料　　　　　　　　　　540　〃

　　　減価償却費　　　　　　　　　　533　〃

　　　業務委託費　　　　　　　　　　706　〃

　　　旅費交通費　　　　　　　　　　338　〃

　　　賞与引当金繰入額　　　　　　　764　〃

　　　役員賞与引当金繰入額　　　　　 16　〃

※２　会計制度委員会報告第７号「連結財務諸表における

資本連結手続に関する実務指針」第32項の規定に

基づき、のれんを追加償却したものであります。

※２　　　　　　　───────

　

第２四半期連結会計期間

　

前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

※　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は　　　　次

のとおりです。

　　　給与及び賞与　　　　　　　　2,085百万円

　　　福利厚生費　　　　　　　　　　469　〃

　　　設備賃借料　　　　　　　　　　304　〃

　　　減価償却費　　　　　　　　　　244　〃

　　　業務委託費　　　　　　　　　　392　〃

　　　旅費交通費　　　　　　　　　　185　〃

　　　賞与引当金繰入額　　　　　　　649　〃

　　　役員賞与引当金繰入額　　　　　 24　〃

※  販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は　　　　

次のとおりです。

　　　給与及び賞与　　　　　　　　2,044百万円

　　　福利厚生費　　　　　　　　　　494　〃

　　　設備賃借料　　　　　　　　　　267　〃

　　　減価償却費　　　　　　　　　　268　〃

　　　業務委託費　　　　　　　　　　351　〃

　　　旅費交通費　　　　　　　　　　171　〃

　　　賞与引当金繰入額　　　　　　　562　〃

　　　役員賞与引当金繰入額　　　　　  8　〃
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 2,575百万円

預け金勘定　　 23,946　〃

現金及び現金同等物 26,521  〃

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,385百万円

預け金勘定　　 24,849　〃

現金及び現金同等物 26,235  〃

　

(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成22年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日 

至  平成22年９月30日)

　

１  発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 54,291,447

　

２  自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 4,332,349

　

３  新株予約権等に関する事項

会社名 目的となる株式の種類 目的となる株式の数(株)
当第２四半期

連結会計期間末残高
(百万円)

提出会社 ― ― 165

合計 ― 165

　　(注) 「第４ 提出会社の状況　1　株式等の状況　(2)新株予約権等の状況」に記載の⑤、⑦は、

　　　　　権利行使期間の初日が到来しておりません。　　　　

　

４  配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年５月13日
取締役会

普通株式 利益剰余金 803 16平成22年３月31日 平成22年６月11日

　

(2) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会

計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年10月28日
取締役会

普通株式 利益剰余金 803 16平成22年９月30日 平成22年12月１日
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(セグメント情報等)

【事業の種類別セグメント情報】

　前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)並びに前第２四半期連結

累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

　当社及び連結子会社は、ソフトウェアの開発及び情報処理サービスの提供、システム販売並びに情報通

信ネットワークの構築・運営管理を中心にITサービス事業を行っており、これらの営業活動は単一の事

業分野に属するものと判断しておりますので、該当事項はありません。

　

【所在地別セグメント情報】

　前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)並びに前第２四半期連結

累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。

　

【海外売上高】

　前第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)並びに前第２四半期連結

累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

　

EDINET提出書類

住商情報システム株式会社(E04830)

四半期報告書

38/46



　

【セグメント情報】

（追加情報）

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号　

平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第20号　平成20年３月21日)を適用しております。

　
１．報告セグメントの概要

　当社は、当社の組織構成単位である事業部門に応じて報告セグメントを設定しております。取締役会

並びに代表取締役社長は、経営資源の配分の決定及び業績の評価等を当該組織構成単位にて行ってお

り、各事業部門の事業推進には、経営者の意思決定が直接に反映されております。

　当社の事業部門は、顧客特性も勘案しながらITサービスの事業別に設置されており、各事業部門は、

取り扱うサービス事業について全社的な事業戦略の企画立案を行い、事業活動を推進しております。

この事業部門に応じて設定される報告セグメントは、「流通・製造ソリューション事業」、「金融・

ERPソリューション事業」、「グローバルソリューション事業」及び「プラットフォームソリュー

ション事業」の４つのセグメントであり、前記以外の事業については「その他」として記載しており

ます。

　
　各セグメントの事業内容等は以下のとおりであります。

　①　「流通・製造ソリューション事業」：「流通・製造ソリューション事業部門」における推進事

業に対応し、流通・製造業を中心とした、業種固有のシステムニーズに対応したITサービスの

提供を行う事業

　②　「金融・ERPソリューション事業」：「金融・ERPソリューション事業部門」における推進事業

に対応し、金融業固有のITサービスニーズに応えるとともに、一般企業向けに、自社開発の

「ProActive」を含む、経営意思決定サポートソリューションであるERP(統合基幹業務)システ

ムの提供を行う事業

　③　「グローバルソリューション事業」：「グローバルソリューション事業部門」における推進事

業に対応し、住友商事グループを含む、グローバルに事業を展開する顧客に対し、日本・米州・

欧州・中国・アセアンの５極を結ぶ当社の海外ネットワークを活用したITサービスの提供を

行う事業

　④　「プラットフォームソリューション事業」：「プラットフォームソリューション事業部門」に

おける推進事業に対応し、顧客の業務システムを支えるIT基盤の設計・開発から保守、また

データセンターを活用してのシステム運用まで、ITインフラの構築・運用に関するITサービス

の提供を行う事業

　
　なお、「その他」には国内各支社における推進事業に対応し、日本国内の地域拠点における一般企業

向けのITサービスの提供を行う事業等を含んでおります。
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２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　当第２四半期連結累計期間(自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日)

　 　　 　　 　　　 　 　 　 （単位：百万円）

　
流通・製造

ソリューション

事業

金融・ERP

ソリューション

事業

グローバル

ソリューション

事業

プラット

フォーム

ソリューション

事業

その他 合計
調整額

(注)１

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)２

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客への
    売上高

17,52412,4196,10823,3763,18862,618 － 62,618

(2) セグメント間の
    内部売上高
    又は振替高

46 134 58 1,911 5 2,156△2,156 －

計 17,57012,5546,16725,2883,19364,774△2,15662,618

セグメント利益
又は損失(△)

600 123 700 1,394 △91 2,726△265 2,461

(注) １　セグメント利益の調整額△265百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用等であります。

２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

　当第２四半期連結会計期間(自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日)

　 　　 　　 　　　 　 　 　 （単位：百万円）

　
流通・製造

ソリューション

事業

金融・ERP

ソリューション

事業

グローバル

ソリューション

事業

プラット

フォーム

ソリューション

事業

その他 合計
調整額

(注)１

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)２

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

(1) 外部顧客への
    売上高

9,0156,3313,14611,2161,83931,548 － 31,548

(2) セグメント間の
    内部売上高
    又は振替高

30 65 33 968 3 1,100△1,100 －

計 9,0466,3963,17912,1841,84232,649△1,10031,548

セグメント利益 421 21 332 637 30 1,443△149 1,293

(注) １　セグメント利益の調整額△149百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用等であります。

２　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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(リース取引関係)

当四半期連結会計期間末におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動が認めら

れないため、記載しておりません。

　

(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

(ストック・オプション等関係)

当四半期連結会計期間において、四半期連結財務諸表への影響額に重要性がないと認められるため、

記載しておりません。
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(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

　 　

　 1,859.54円
　

　 　

　 1,847.95円
　

　

２  １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益 15.79円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 15.77円
　

１株当たり四半期純利益 30.85円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 30.80円
　

　
(注)  １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
前第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 788 1,541

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 788 1,541

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(株) 49,953,950 49,957,882

 四半期純利益調整額(百万円) △0 ─

（うち連結子会社等が発行した新株予約権の行使を
　仮定した場合に生じる持分変動差額）(百万円)

(△0) ─

 普通株式増加数(株) 49,970 82,271

（うち新株予約権）(株) (49,970) (82,271)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

─ ─
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第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

１株当たり四半期純利益 11.30円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 11.28円
　

１株当たり四半期純利益 12.36円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 12.34円
　

　
(注)  １株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
前第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 564 617

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 564 617

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(株) 49,953,731 49,959,230

 四半期純利益調整額(百万円) △0 ─

（うち連結子会社等が発行した新株予約権の行使を
　仮定した場合に生じる持分変動差額）(百万円)

(△0) ─

 普通株式増加数(株) 60,555 95,515

（うち新株予約権）(株) (60,555) (95,515)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

─ ─

　
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

平成22年10月28日開催の取締役会において、平成22年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次の

とおり中間配当を行うことを決議いたしました。

①  配当金の総額                                  803百万円

②  １株当たりの金額                               16円00銭

③  支払請求権の効力発生日及び支払開始日   平成22年12月１日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成21年11月10日

住商情報システム株式会社

取締役会  御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    村    尾    　    裕    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    森    　    俊    哉    印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士    山    本    勝    一    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている住商

情報システム株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計

期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平

成21年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及

び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明すること

にある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、住商情報システム株式会社及び連結子会社の

平成21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計

期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じ

させる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
追記情報

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社は第１四

半期連結会計期間から「工事契約に関する会計基準」及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」を適用

している。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年11月10日

住商情報システム株式会社

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    村    尾    　    裕    印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    森    　    俊    哉    印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    山    本    勝    一    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている住商

情報システム株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計

期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平

成22年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及

び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明すること

にある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、住商情報システム株式会社及び連結子会社の

平成22年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計

期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じ

させる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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